
案    件    名

政策等の案の題名

政策等の案の
趣旨と概要

意見募集案
吹田市立図書館条例及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者に関
する規則の一部改正の骨子案【案1】

関 連 資 料
１．吹田市立図書館条例　PDF【資料1】
２．吹田市立健都ライブラリーの指定管理者に関する規則　PDF【資
料2】

意見提出期間

〒564-0063　吹田市江坂町1-19-1

 吹田市立江坂図書館 パブコメ担当

06-6385-3945

 吹田市立江坂図書館 パブコメ担当

chuotosho@city.suita.osaka.jp

 吹田市立江坂図書館 パブコメ担当

 ※件名に「パブリックコメント｣と記入してください。

 受付は毎日、午前10時から午後６時までの図書館開館時間内に限り
ます。
　＊北千里分室以外は、木曜日・金曜日のみ午後８時まで。
　＊中央図書館臨時窓口は、日曜日・祝日は休室です。

吹田市内各図書館及び分室の窓口　
吹田市立千里図書館、同さんくす図書館、同江坂図書館、同千里山・
佐井寺図書館、同千里丘図書館、同千里図書館北千里分室　吹田市立
子育て青少年拠点夢つながり未来館山田駅前図書館、同山田駅前図書
館山田分室、吹田市立中央図書館臨時窓口（～12月16日）、同中央図
書館（12月18日～）

意見書の様式は自由です。必要に応じて、別紙意見提出用紙をご活用ください。
１．意見提出用紙　Word【様式1】
２．意見提出用紙　PDF【様式2】

意見提出者

１．市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人

２．市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体

３．上記のほか、本条例、規則が定められることによって何らかの影響を受ける可
能性がある個人又は団体

令和２年(2020年)11月26日（木曜日）～令和２年(2020年)12月25日（金曜日） 必着

 意見提出方法と
提出先

郵       送

ファックス

電子メール

直接提出

吹田市立図書館条例及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者に関する規則の
一部改正に対する意見募集について

吹田市立図書館条例及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者に関する規則の一
部改正の骨子案について

１．吹田市立図書館条例
２．吹田市立健都ライブラリーの指定管理者に関する規則

令和４年度（2022年度）以降、江坂公園において、都市公園の公募設置管理制度
（Park-PFI）が導入され、公園の再整備が行われます。また、江坂公園の管理運営
手法に指定管理者制度が導入されることから、江坂図書館の業務の一部にも指定管
理者制度を導入し、両施設の指定管理者に同一の事業者を選定することにより、公
園と図書館の一体的な魅力向上を図ろうとするものです。
ただし、専門性かつ継続性を要する図書館運営事業（レファレンス業務や蔵書管理
業務等）については、図書館司書資格を有する市職員が担います。司書はこれらの
業務に注力し、指定管理者と一体となって江坂図書館全体のサービス向上に努めま
す。

意見募集案と
関連資料

上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。

１．吹田市内各図書館及び分室

２．吹田市役所 低層棟２階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専
用ラック

５．吹田市内各花とみどりの情報センター

３．吹田市教育委員会　まなびの支援課　窓口（吹田さんくす３番館４階）

４．吹田市役所 南千里庁舎２階 公園みどり室

mailto:chuotosho@city.suita.osaka.jp


 関連する意見募集

１．吹田市都市公園条例及び吹田市都市公園条例施行規則並びに吹田市都市公園法
施行条例の一部改正の骨子案に対する意見募集について【リンク1】

２．桃山公園及び江坂公園の目指すべき姿（案）に対する意見募集について【リン
ク2】

 問い合わせ先
 吹田市地域教育部 江坂図書館 パブコメ担当

 電話：06-6385-3766

注  意  事  項

１．ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。

２．意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、
　「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者（具体的な利害関係もお書きく
　ださい）」のいずれかを必ず明記してください。

３．ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承く
　ださい。

４．お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご
　了承ください。

５．障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせ
  ください。

６．お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和３年(2021年)２月議会の
提案日に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、
あらかじめご了承ください。


